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DNP層厚変更に伴う特重設置に係る設工認の変更内容（１／２）

変更前 変更後

２．３ 外部からの衝撃による損傷の防止

２．３．３ 設計方針
（１）自然現象
ｂ．火山
（ａ）防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は、設置（変更）許可を受けた最
大層厚10cm、粒径1mm以下、密度0.7g/cm３（乾燥状
態）～1.5g/cm３（湿潤状態）と設定する。

２．３ 外部からの衝撃による損傷の防止
２．３．１ 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設
２．３．１．３ 設計方針
（１）自然現象
ｂ．火山
（ａ）防護設計における降下火砕物の特性の設定

変更なし

（中略）

２．３．２ 特定重大事故等対処施設
特定重大事故等対処施設は、外部からの衝撃による損傷の防
止において、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及
び人為事象に対して、「５．１．２．２ 多様性、位置的分
散等」、「５．１．２．３ 悪影響防止等」及び「５．１．２．
５ 環境条件等」の基本設計方針に基づき、必要な機能が損
なわれることがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じる。

（中略）

５．設備に対する要求
５．１ 共通事項
５．１．２ 特定重大事故等対処施設
５．１．２．２ 多様性、位置的分散等
(１)多重性又は多様性、独立性、位置的分散

（中略）

風（台風）、凍結、降水、積雪、火山の影響及び電磁的障
害に対して、特定重大事故等対処施設を構成する設備は、環
境条件にて考慮し機能が損なわれることのない設計とする。
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現行の特重設工認本文（基本設計方針）

②降下火砕物の層厚を10cmと設定

①

②変更後の層厚
⑤

③

⑤特重施設に対する基本設計方針の記載内容
には層厚記載箇所はなく、火山等の環境条件
にて機能が損なわれることのない設計とする
方針のみを記載

④ DB/SA施設の降下火砕物の層厚設定に変更なし

①再稼働時の工認

④

③特重設置に伴う変更

・特重設工認の本文において変更が必要な箇所は、DB/SA施設の基本設計方針に記載している降下火砕物の
層厚の記載である。
・設工認の本文において、基本設計方針以外に降下火砕物の層厚の記載はないため、他に変更箇所はない。
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DNP層厚変更に伴う特重設置に係る設工認の変更内容（２／２）

変更内容

添付
資料

 降下火砕物の層厚
 降下火砕物の荷重を考慮した強度評価
・
・

補足
説明
資料

特重設備のうち、屋外に露出している以下の設備の強度評価
・
・

・特重設工認の添付資料において変更が必要な箇所は、降下火砕物の層厚の記載及び降下火砕物の荷重を考慮した
建屋の強度評価である。
・特重設工認の補足説明資料において変更が必要な箇所は、降下火砕物の荷重を考慮した屋外に一部露出している
設備の強度評価である。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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許可-1月 許可月 許可+1月 認可-1月 認可月 認可+1月 認可+2月

ＤＮＰ
審査工程

▽許可

使用前検査完了
▽

ＤＮＰ設工認審査

①ＤＮＰ許可処分前
に使用前完了

特重設工認及び
使用前検査
スケジュール

ＤＮＰ許可審査

▽設工認申請

特重検査

②ＤＮＰ設工認審
査後に使用前検査
完了

特重工事/検査

特重設工認審査

③ＤＮＰ設工認認可
時点で特重設工認
が審査中

ＤＮＰ設工認認可後に

軽微変更届出※

▽

▽認可（想定）

特重工事/検査

ＤＮＰ設工認認可後に
補正申請
▽

特重設工認認可（想定）
▽

プラント
本体

（DB,SA）
特重

① 〇 〇

② 〇 △

③ 〇 △

〇：提出 △：補足として提出

添付資料の説明、提出の仕方
②、③の特重の変
更内容についても、
ＤＮＰ設工認の補足
として提出し、審査
をＤＮＰ設工認で一
本化し、プラントごと
に分けることなく説
明を行いたい。

DNPに係る許認可審査のスケジュールと特重設工認の変更スケジュールの関係

• ②、③の状況にあるプラントの特重設工認の申請内容にＤＮＰ層厚の変更が与える影響についても、
ＤＮＰ設工認の審査において併せて審査頂きたい。

• 審査頂いた後、プラント毎に特重設工認として必要な手続きを実施したい（②は軽微変更届出、③は補正申請）。

特重設工認につ
いては、ＤＮＰ設
工認の認可後に
軽微変更届出ま
たは補正申請を
行う。

提出するもの
・本文
・添付資料
・補足説明資料

特重工事／検査もしくは特重設工認審査が並
行して進んでいる状況であり、ＤＮＰ設工認側
でＤＮＰ層厚の変更を踏まえた特重設工認を
申請できない（重複申請となる）

※変更の工事を伴わない工事計画記載事項の変更のため
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